
広島県健康福祉センターの施設の管理・運営業務仕様書 
 

１　趣  旨 
　　本仕様書は広島県健康福祉センターの指定管理者が行う管理運営に伴う業務の内容及び履行方 

法について定める。 
 
２　指定管理者に行わせる公の施設の概要 
（１） 施設が所在する建物等の概要 
     ア 名称 
        広島県健康福祉センター 
     イ 所在地 
        広島市南区皆実町一丁目６番 29 号 
     ウ 規模構造等 
       （ア） 構　　造　鉄骨鉄筋コンクリート造 （地下１階 地上９階建） 

（イ） 敷地面積  7,088.46 ㎡（保健環境センターを含む） 

（ウ） 延床面積  6,576.07 ㎡（施設の全体延床面積：11,957.83 ㎡） 

（エ） 公の施設 
大研修室等の７貸会議室部分、共用部分 

 エ その他入居機関等の状況 
（ア） 広島県立総合技術研究所保健環境センター　　　［2,651.16 ㎡］ 

（イ） 公益財団法人広島県地域保健医療推進機構　　　［2,962.20 ㎡］ 

（ウ） 一般社団法人広島県シルバーサービス振興会　　　［148.19 ㎡］ 

（エ） 一般社団法人広島県介護支援専門員協会　　　　　［134.99 ㎡］ 

（オ） 公益社団法人認知症の人と家族の会広島県支部　　　[33.09 ㎡] 

（カ） 広島難病団体連絡協議会　　　　　　　　　　　   ［24.10 ㎡］ 

（キ） 公益財団法人広島県栄養士会　　　　　　　    　　[92.00 ㎡]　 

（ク） 一般社団法人広島県ろうあ連盟　　　　　　　　　　[61.20 ㎡] 

（ケ） 広島県難聴者・中途失聴者団体連合会　　　　　　　[10.81 ㎡] 

 

（２） 付属の関係機関 
同一敷地内に広島県立総合技術研究所保健環境センターの建物がある。 

     ア 名称 
        保健環境センター（飼育棟を含む） 
     イ  規模、構造等 
       （ア） 構　　造　保健環境センター 鉄筋コンクリート造 （地下１階　地上６階建） 
                    　　飼育棟  鉄筋コンクリート造 （地下１階 地上３階建） 

（イ） 延床面積  保健環境センター　　　 5,480.04 ㎡ 

                 飼育棟                   246.40 ㎡ 

（３） 建物等の設備 
別紙１「広島県健康福祉センター建物及び設備機器等の概要」を参照 

（４） 公の施設に係る備品 
別紙２「広島県健康福祉センター備品一覧」を参照 



 
３　業務の範囲 

（１）　利用の許可等 
　　　　広島県健康福祉センター設置及び管理条例（以下「設置管理条例」という。）第７条の規定

により、申請者に対して利用許可を行う。利用許可対象施設は次の表のとおりとする。 
 

　 
（２）　利用に係る料金の収受 
　　　　地方自治法第 244 条の２第８項に定める利用料金制を採用する。(設置管理条例第 11 条) 
　　　　利用料金に係る収納、返還、減免等の各手続きを行うこと。 
　　　　なお、施設の利用料金は、設置管理条例別表に規定する利用料金の範囲内において、指定管

理者が県の承認を得て、定めるものとする。 
（３）　施設及び設備の維持及び修繕 
　　　　施設及び付属設備全体の維持管理及び修繕を行うこと。なお、同一敷地内、同一建物で分離

することができない設備等を含むものとする。 
（４）　上記業務に付随する業務 
　　　　県との連絡調整及び事業報告等を行うこと。 
　　　　センター以外の施設に係る光熱水費等の徴収事務に関すること。 

 

４  施設等の管理基準 

（１）　開館時間・休館日に関する事項 
 　    センターの開館時間は午前８時30分から午後５時30分までとする。 

　　　　休館日は月曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日（日

曜日の場合を除く。）と 12月 28 日から翌年の１月４日までの日とする。 

　　　  ただし、これらは広島県知事の承認を得て変更することができる。 

        なお、貸会議室以外の関係機関、施設の休館日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する

法律（昭和 23年法律第 178 号）に規定する休日（日曜日の場合を除く。）と 12 月 29 日から翌

年１月３日までとなる。 

（２）　利用許可の制限 

　　　　設置管理条例第８条に定める場合には、利用を許可しない。 

（３）　利用許可の取消し 

　　　　設置管理条例第 12 条に定める場合には、利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限す

 施　　　設 面　　積
 大 研 修 室 422 ㎡
 中 研 修 室 133 ㎡
 小 研 修 室 67 ㎡
 総 合 研 修 室 141 ㎡
 中 会 議 室 142 ㎡
 小 会 議 室 69 ㎡
 栄 養 実 習 室 77 ㎡

 施　設 区　　分 利　用　時　間
 広島県健康福祉セ

ンター

２Ｆ総合研修室、３Ｆ栄養実習室、７Ｆ中会議

室、小研修室、小会議室、７Ｆ中研修室、大研

修室

午前８時 30 分～ 

午後５時 30 分



ることができる。 

（４）　入館の制限 

　　　　設置管理条例第 15 条に定める場合には、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの

退去を命じることができる。 

（５）　原状回復義務 

　　　　設置管理条例第 16 条に定める施設の利用が終了したときは、利用者による原状回復の検査

を行うこと。 

 

５  施設等の管理運営業務の内容 

（１） 設備機器運転管理業務 

    ア  一般事項 

  電気設備、空気調和設備、給排水衛生設備及びその付属設備の安全かつ効率的な運転操作並

びにこれに必要な日常保守作業を行い、快適な環境をつくるとともに、各機器の機能を常に最

良の状態に保てるような故障の予防に努め、万一異常を発見し又は異常を予測した場合には適

正な処置を取り、その機能の維持及び耐久化を図るとともに、省エネルギーに努めるものとす

る。 

 

（ア）  管理業務に従事する者の資格 

     ・電気主任技術者（第３種以上） 

     ・建築物環境衛生管理技術者 

・消防設備点検資格者 

（イ）　従事者の勤務時間 

     ・冷暖房運転者（冷房６月頃～10 月（上旬）頃、暖房 12 月頃～３月頃） 

午前８時～午後５時 45 分まで 

     ・上記以外 

          　午前８時 15分～午後５時 30分まで 

     ・年末年始（12 月 29 日～１月３日）、祝日（除く日曜日）は勤務を要しないものする。 

保健環境センターについては、毎土曜日及び日曜日、年末年始及び祝日が閉庁となるた

め、当該閉庁日には保健環境センターには勤務を要しないものとする。 

    （ウ）　指定管理者は、従事者の中から責任者（正・副）を専任し、運転管理業務の総括及び指

揮をさせるものとする。 

    （エ）　指定管理者は、従事者に労働安全衛生法及び保安規定に基づく安全教育などの措置を講

じなければならない。 

（オ） 業務実施に当たり、事前に「運転管理業務年間計画書」を作成すること。 

（カ） 従事者の作業服は統一し、清潔なものとすること。又、名札を着用すること。 

（キ） 電気室、機械室、パイプシャフト、防災センターの内部に、関係者以外の者を入れない

こと。 

    （ク） 健康福祉センター等消防計画の定めるところにより、消防活動を行なうこと。 

   イ  設備管理業務 

    （ア） 業務の範囲（関係法令に定めるところに準拠し、次のとおりとする。） 

         ・作業計画の立案及びその実施・管理・監督、官公庁等の連絡交渉、立入検査時の立会 

         ・各種設備の維持及び運用に関する保安監視及び運転監視 



         ・各種設備の保守点検 

         ・異常発生時の保守点検 

         ・電気・ガス・水道検針時の立会 

         ・関係官庁諸届書作成届出 

         ・改修工事及び外部委託定期保守検査等の立会 

         ・蛍光灯等の消耗品の取替 

（イ） 電気設備運転管理業務（別紙３「電気設備管理基準」参照） 

    ・受電設備、通信設備、構内交換設備、エレベーター等電気設備全体の保守管理 

    ・保安規程に基づく定期点検 

    ・保守に伴う小修繕、付属機器の清掃等 

    ・運転管理業務日報、受変電日誌等の記録及び整理 

    ・受電盤及び配電盤諸計器の監視及び検針の記録 

     ・変電室及び諸電気設備の日常巡回点検及び整備 

     ・中央監視盤の管理及び制御並びに力率及びデマンド監視 

     ・避雷針設備の点検及び設備 

     ・自家用発電機の定期的試運転及び点検整備 

     ・蓄電池の電圧、比重、液温の測定及び記録並びに均等充電及び比重調整 

     ・充電器設備の点検 

     ・電灯分電盤、動力制御盤及び各種リレー点検整備 

     ・低圧配線付属機器の点検整備 

     ・照明器具の保守・修理及び各種電球の取替 

     ・自動運転操作装置の点検整備及び清掃並びに回転機器の給油状態及び振動の点検等 

     ・各種警報装置の点検動作試験 

     ・電気設備の修繕工事等の完成検査に対する立会及び図面修正 

     ・受変電設備並びにその配線及び機器の点検整備及び清掃 

     ・電気設備保安点検に伴う作業停電時の応急電源設備の整備 

     ・その他付帯する業務 

    （ウ） 空気調和設備運転管理業務（ 別紙４「空気調和設備管理基準」参照） 

      （冷暖房中の作業） 

・冷房設備機器の運転監視並びに保守及び記録管理 

         ・冷暖房設備機器及び補機類の点検調整及び清掃（吸込口、吹出口、給排気ガラリの清掃

及びファンコイルユニット等のエアーフィルターの清掃を含む。） 

    ・自動制御機器の点検調整並びにその他の冷暖房機運転に必要な機器の点検及び手入れ 

    ・給排気ファンの点検（温度、異常音、ベルトの緩み等）及び油の補給 

    ・吹出口及び吸込口の点検 

    ・吸気及び換気ファンの運転並びに点検記録 

    ・吸気及び主要な部屋の温度及び温度の計測並びにダクトダンパーの点検整備 

    ・空調関係機器の外部清掃手入れ及び空調機室の清掃整備 

    ・各種ポンプのグランドパッキンの取替及び点検調整 

    ・その他空調関係設備の運転及び配管関係の維持管理  

   （エ）  給排水、防災設備関係業務（別紙５「給排水防災設備管理基準」参照） 

    ・揚水ポンプ及び各種雑排水ポンプの点検及び注油 



    ・消化ポンプの試運転及び記録整理 

    ・ハロン、消火栓、連結散水、泡消化、防火戸、防火ダンパー等の外観点検 

    ・各種ポンプのグランドパッキンの点検調整及び取替 

    ・受水槽、高架水槽、汚水槽、雑排水槽等の点検 

    ・ポンプ室の清掃整備 

    ・便所の光電センサー調整及び水漏れ修理 

    ・排水中和処理装置の運転管理（別紙６「スクラバー・排水中和装置管理基準」参照） 

    ・その他給排水衛生設備の運転維持管理に必要な点検整備及び各種機器の水漏れ修理 

     （防潮板を含む） 

   （オ）　その他保守管理業務 

・地階駐車場安全運転管理業務用員を配置し、地階駐車場の安全かつ適正な管理運営を図

る。（地階駐車場の一般利用者の利用目的確認、車両入出庫時の誘導、出入口シャッター

等の開閉、駐車場機器の操作及び異常故障等の対応、異常事態発生時の措置及び避難誘

導、駐車場の警備巡視等） 

 ・スクラバーの保守点検（別紙６「スクラバー・排水中和装置管理基準」参照） 

     ・国旗等の掲揚 （国旗及び県旗の掲揚及び降納作業及び保管） 

　（カ）  設備年間点検整備業務 

○ 吸収式冷温水発生機点検整備業務（※） 

     ・冷暖房運転前の切替点検整備                           年２回 

     ・冷暖房試運転調整                                     適　宜 

     ・冷暖房シーズン中点検                                 年２回 

    ○ クーリングタワー及び膨張タンクの定期清掃業務         年１回 

    ○ ヒートポンプチラー点検整備業務（※）                 年２回 

    ○ 空調機器の点検整備（※）                             年１回　　　 
○ フロン排出抑制法に基づく点検業務　　　　　　　　　　 年１回 
○ 自家用電気工作物法定点検整備（高圧受変電設備保安業務） 

（元環境センター内の自家用電気工作物を含む。）　　　  年１回 

○ 昇降機保守点検業務（※）年間定期点検                 年６回 

○ 消防設備点検整備業務                                 年２回 

○ 自家用発電設備点検整備（※）                         年１回 

○ 地階立体駐車場点検整備業務  年間定期点検             年３回 

○ 貯湯槽清掃業務                                       適　宜 

○ 給湯ボイラー清掃業務                                 適　宜 

○ 空調機ロールフィルター交換業務                       年１回 

○ エアーフィルター清掃業務                             年２回 

○ ファン清掃業務                                       年２回 

○ 自動制御機器点検整備                                 年１回 

注※は、オンコールを含む。 

 　ウ  環境衛生管理業務 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45年法律第 20 号）及び同法施行令、

施行規則に定められた測定等を実施すること。 

   （ア）空気環境測定 



       ・空気環境測定箇所は、健康福祉センター内 16 ポイント及び外気１ポイント 

        測定時期は、２ヵ月以内毎に１回（３回／日） 

 

 

 

※ホルムアルデヒドの量は、特定建築物の建築、大規模の修繕・模様替を行ったときは、 

その建物の使用を開始した時点から直近の６月１日から９月30日までの間で測定すること。　 

 

　 （イ）水質測定 

   

   （ウ） 受水槽及び高架水槽の清掃等                      

 ・受水槽及び高架水槽の清掃等及び消毒                      年１回 

 ・簡易専用水道検査                                        年１回 

   （エ） 雨水槽、湧水槽及び汚水槽清掃　　　　　　                年２回 

   （オ） ばい煙測定   （大気汚染防止法に基づく）                 年２回 

   （カ） ねずみ・昆虫等駆除                                    ６か月以内ごとに１回 

　　　｢ねずみ・昆虫等｣とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（昭和 46

年厚生省令第２号）第４条の４に規定する、ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を

生じさせるおそれのある動物をいう。 

 

 

 

項　　　　　目 基　　　準

測定 

実施 

回数

基準が適用される設備の種類
 空気調和設備 

外気導入、流量・

温湿度の調整を

行なう設備

機械換気設備 
外気導入・流入調

整を行なう設備

（換気扇も含ま

れる。）

 １　浮遊粉じんの量 0.15mg／㎥以下
２月以内

ごとに１

回 

（３回／

測定日）

○ ○
 ２　一酸化炭素の含有率 10ppm 以下 ○ ○
 ３　二酸化炭素の含有率 1000ppm 以下 ○ ○
 ４　温度 17℃以上 28℃以下 ○ －
 ５　相対湿度 40％以上 70％以下 ○ －
 ６　気流 0.5ｍ／sec 以下 ○ ○
 

７　ホルムアルデヒドの量
0.1mg／㎥以下 

(0.08ppm 以下)
※ ○ ○

 項　　　　　　　　　　目 検査実施回数
 遊離残留塩素の含有率 ７日以内ごとに１回
 11 項目 

（省略不可）

一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝

酸態窒素、亜硝酸態窒素、塩化物イオン、

有機物（全有機炭素（TOC）の量）、ph 値、

味、臭気、色度、濁度

６月以内ごとに１回 

（省略可項目は水質基準に適合

した場合、次の１回を省略可能）

 ５項目 

（省略可）

鉛、亜鉛、鉄、銅、蒸留残留物

 消毒副生成物 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞ

ﾛﾓﾎﾙﾑ、総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ、ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼ

ｱﾝ、ｸﾛﾛ酢酸、ｼﾞｸﾛﾛ酢酸、臭素酸、ﾄﾘｸﾛ

ﾛ酢酸、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

６月１日～９月 30日の間に１回



 

 

 

　エ  事務管理業務 

   （ア） 毎月の運転管理業務実施計画書を前月 25 日まで作成すること。また、施設を変更する場

合の諸書類の作成、期間統計資料の作成 

    （イ） 監督官庁の検査及び保守点検又は工事には、責任者が、従事者を手配して立ち会い、その

結果を県に報告すること。 

   （ウ）書類の整備及び保管 

         毎日の業務状況について記録整理し、随時記録するものについては、その都度行い、５年

間保存すること。 

・業務日誌 

・蓄電池点検記録 

・自家発電機運転記録   

・空調温湿度記録 

・受変電記録 

・ポンプ、モーター点検記録 

・空調機点検記録 

・分電盤、操作盤点検記録 

・各種機器試験表 

・送風機点検記録表 

・消防法及び建築基準法に関する点検及び試験記録 

 作業項目 作業内容
 １ 生息調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 作業計画書作成 

 

 

３ 防除作業 

 

 

 

４ 報告書作成 

ねずみ・昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路、並びに被害

の状況を確認するために、次の方法のうち必要な調査を行う。 

①　聞き取り調査   

・各室の使用者から生息状況や被害の有無を聞き取る。 

②　目視による調査　 

・虫体、糞、卵鞘、脱皮殻、シミや汚れ等の証跡を調査する。 

③　トラップ調査   

・ねずみ・昆虫等の種類、生息密度を調査するため、粘着トラップ

での捕獲、無毒餌による喫食の有無の確認等の調査をする。 

④　環境調査   

・ごみの処理状況、飲食物の保管状況、ねずみ・昆虫等の潜伏場所

となる割れ目や隙間の有無、防虫網設置の有無等、対策の有無や

有効性を調査する。   

 

 

調査終了後、生息状況報告書及び作業計画書を作成し、必要な防

除方法や薬品散布箇所等の対策を決める。 

 

事前に作成した作業計画書(駆除又は予防作業方法、使用する殺

虫剤等の名称、使用方法等)に基づき、施設の環境維持に必要な駆

除作業又は発生防止の措置を行う。 

 

　生息状況及び防除作業の内容について報告する。 

 



・年間作業実施計画表 

・取引メーター（電気・ガス・水道）検針簿及び検針記録（子メーターに係るものを含む。） 

・その他法令上必要な日報、日誌、記録簿等 

・設備図面一式（永久保存） 

・設備台帳（永久保存） 

・測定機、備品等の台帳（永久保存） 

・その他管理上必要な書類（永久保存） 

  （エ）官公庁、電力会社等への諸届出・申請事務は、指定管理者が行う。 

（２） 清掃業務 （別紙７「清掃範囲等」参照） 

　ア  一般事項 

　（ア）　業務は細心の注意を持って行い、来訪者に清潔感を与えるように努める。 

　（イ）　従事者の中から責任者を定めること。 

　（ウ）　清掃作業に必要な作業用具及び消耗品は、指定管理者の負担とする。 

（エ）　清掃作業の実施に当たっては、事前に作業計画書を作成し、完了したときは清掃報告書を

作成すること。 

　イ　業務の内容 

　清掃作業（延べ床面積 6,513 ㎡（駐車場含む。））は、日常清掃と定期清掃とする。 

  （ア） 床清掃 

  　    ・日常清掃     毎日１回床を掃き、塵芥を除去 

    　  ・定期清掃    （洗剤洗いの上、ビニールタイル類のワックス塗り、ポリシャー仕上げ、 花

崗岩のフロアー仕上げ、カーペットの洗浄） 

  （イ）　塵芥収集及び処理 

　　　　・エントランスホール、ロビー、エレベーターホール及び湯沸し室の茶殻入れ等の塵芥は毎

日１回以上行う。 

　　　　・搬出した塵芥類の廃棄は、法令の定めるところにより処理する。　 

　（ウ）　便所、洗面所等の器具類の清掃 

　（エ）　窓ガラスの清掃　　 

　　　　・年２回 

　（オ）　玄関前及び広場 

　　　　　構内全般にわたり、毎日実施 

　　　　・搬出した塵芥類の廃棄は、法令の定めるところにより処理する。 

（３） 警備業務 

警備対象物の火災防止及び財産の盗難防止並びに外部からの不法侵入者を排除することに

より、警備対象物の適正なる運営の保全を図るものとする。 

　ア　警備時間 

・１～４階部分 

　月曜日～日曜日　　　午後５時 15 分～翌日午前８時 30分 

　祝日、年末年始　　　午前８時 30 分～翌日午前８時 30分 

・５～６階部分　　　　 

　月曜日～金曜日　　　午後５時 15 分～翌日午前８時 30分 

　祝日、年末年始　　　午前８時 30 分～翌日午前８時 30分 

（年末年始は 12月 29 日～翌年１月３日） 



　イ　警備の方法　 

　　　　・火災防止警備 

　　　　　火災警報監視盤から、ガードセンターへ副受信装置により警報が入り、直ちにガードセン

ターから警備士を派遣させる。 

　　　　・盗難防止及び不法侵入者の排除警備 

　　　　　盗難防止及び不法侵入者の警備は、自動警報器及び付帯設備を設置 

　　　　　外部からの不法侵入者に対しては、ガードセンターへ警報が入り、直ちにガードセンター

から警備士を派遣させる。 

（４） 電話交換業務 

電話交換機の定期（偶数月）点検（故障修理の不定期作業を含む。）を行うものとする。 

（５） 中央監視装置保守点検業務 

中央監視装置の保守点検等（年２回）保守点検を行うものとする。 

（６） 樹木維持管理業務 

委託業務区域内の樹木、芝生等の維持管理（芝生の手入れ）、樹木の剪定、整姿、施肥、施

薬、その他の維持管理を行なうものとする。 

（７） 自動ドア保守管理業務 

定期保守点検  年４回（５月、８月、11 月、２月）、緊急時の保守管理、自動ドア等の故障

の修復作業を行うものとする。 

（８） 一般廃棄物処理業務 

管内から廃出されたごみ処理を行うものとする。 

（９） 建築物等の点検業務 

　ア　　巡視点検（月１回）　　　 

　　　　　月１回の巡視点検を行う。 

　イ　　建築基準法第 12条に基づく建築物等の定期点検項目の定期点検 

　　　　（建築物：１回／３年、建築設備：１回／１年） 

　　　　詳細は建築基準法施行規則第５条の２第１項及び第６条の２第１項の規定に基づく建築物

及び設備の定期点検を行う。 

※建築物等の点検のうち、改正前の建築基準法、建築物の環境の確保に関する法律（ビル管

法）、消防法等関係法令に拠り、また基本的に建築保全業務共通仕様書（（一財）建築保全

センター発行）を基に他の管理業務の中に含まれるものはその中で実施する。 

※健康福祉センターの建築設備に関する点検項目のほとんどは、ビル管法において特定建築

物に置かなければならないとされている「建築物環境衛生管理技術者」の業務と考えられ

る。 

（10）広報業務 

　　　ホームページの活用、施設案内リーフレットの作成・配布や広報誌の発刊などにより、施設の

 建築物 建築設備
 対　象 敷地及び構造 昇降機及び昇降機以外の建築設備（非常用照

明・排煙設備・給排水設備・換気設備等）
 内　容 損傷、腐食その他の劣化の状況を主に目視により調査
 点検者 次のいずれか　　・一級建築士 

　　　　　　　　・二級建築士 

　　　　　　　　・維持保全に関して２年以上の実務の経験を有する者 

　　　　　　　　・登録調査資格者講習を修了した者



PR に努めるものとする。 

（11）その他総括的運営業務 

　ア　健康福祉センター内外の保全業務 

（ア）苦情・事件の処理 

（イ）災害等非常時の対処 

（ウ）来館者のセンター内使用に関する調整 

　イ　消防・防災業務 

　　（ア）消防法及び消防法施行令に基づき防火管理者を配置 

　　（イ）消防・防災マニュアルの作成 

　　（ウ）消防署との調整及び消防法の規定に基づく書類の提出 

　　（エ）消防訓練（避難、消火訓練）の実施（年２回以上） 

　ウ　遺失物取扱業務 

　　　遺失物の受取り、警察への届出 

　エ　掲示板へのポスター、チラシの掲示 

　オ　鍵の保管・管理 

　　　健康福祉センターの全ての鍵の管理・保管、鍵管理台帳の整備 

 

 
６　その他 
　　（別紙８「施設等の管理・運営業務及び光熱水費支払業務の実施区分」参照） 
　　



別紙１

１

建物名称

所在地

法的環境

敷地面積 ７，０８８． ４６ ㎡

建築面積 １，７２２． ２８ ㎡

延床面積 １１，９５７． ８３ ㎡

階数

軒高 基準GL+４１． ６ ㎡

最高部高 基準GL+４２． ２ ㎡

駐車台数 ３４台

駐輪台数 約３０台

建物用途

２

受変電設備

ア 受電電力

イ 変圧器 ３００KVA ２台

３０KVA １台

２００KVA ３台

３００KVA １台

１５０KVA １台

ウ

５０KVA １台

〃 １００KVA １台

〃 １５０KVA １台

エ

３KVA １台

〃 ６KVA １台

〃 ９KVA １台

自家発電設備（非常用電源）

ア 三相交流発電機（ガスタービン機関直結）

出　 力 ５００KVA連続

　　　　　　　　広島県健康福祉センター建物及び設備機器等の概要

　　　　　　　　　　　　

建物概要

(1) 広島県健康福祉センター

(2) 広島市南区皆実町一丁目６番２９号

(3) 住居、近隣商業地域

(4)

(5)

(6)

(7) 地下1階・地上9階

(8)

(9)

(10)

(11)

(12) 健康福祉センター・保健環境センター

電気設備

(1)

３φ３W　６．６KV　６０Hz

１φ３W　６．６KV/２１０・１０５V

１φ３W　６．６KV/２１０・１０５V

３φ３W　６．６KV/２１０V

３φ３W　６．６KV/２１０V

スコットTr．　６．６KV/２１０V/１０５V

進相コンデンサー

３φ３W　　６．６KV/２１０V

直列リアクトル

３φ３W　　６．６KV

(2)



電　 圧 ３φ３W６．６KV　６０Hz　力率０．８（遅れ）

回転数 １，８００rpm

イ ガスタービンエンジン

出　 力 ６００PS連続

電　 圧 １，８００rpm（出力軸）

冷却方式 自己空冷式 rpm（出力軸）

燃　 料 A重油

始動方式 電気式（セルモーター式）

燃料消費量 ２６０ℓ/h

蓄電池設備

ア 蓄電池

容　 量 ３００AH　　

型　 式 SNS型蓄電池

電　 圧 １０８V

イ 整流器 自動定電装置付浮動充電兼用サイリスタ式

動力設備 空調・衛生（給排水）・実験用機器の操作盤

電灯・コンセント

全館蛍光灯照明が主体となっている。

電　灯　盤

照明器具 ＦＬ　20W以下 ３２４灯

ＦＬ　40W １，５４７灯

ツイン ２４０灯

６９灯

２９８灯

４４灯

１８灯

２１灯

１灯

誘導灯設備

(3)

(4)

(5)

４１面

蛍光灯

白熱灯

非常灯

水銀灯

マルチハロゲン等

外灯

ジャンデリア

(6)

特殊大型誘導灯 １台

大型誘導灯 １台

中型誘導灯 ６１台

小型誘導灯 ４７台



避雷針設備

（アルミ笠木利用）にて保護（接地極４ヶ所）

中央監視設備

館内動力設備の自動発停及び監視（内訳別紙３のとおり）

３

Ｎｏ．１・２号機

製造会社　三菱電機株式会社

形式　Ｅ-Ｍ５-０８６０１－０、Ｅ-Ｍ５-０８６０１－１

（乗用　内１台車椅子対策）Ｂ１～４Ｆ、７Ｆ、８Ｆ ２台

可変電圧可変周波数制御方式

定員 積載荷重 ９００㎏

速度 停止階　７

付加仕様の内容　停電時自動着床、地震時管制運転、火災時管制運転

Ｎｏ．３号機

製造会社　三菱電機株式会社

形式　Ｅ-Ｍ５-０８６０１－６

（乗用兼非常用）Ｂ１Ｆ、１Ｆ～９Ｆ １台

可変電圧可変周波数制御方式

定員 積載荷重 １，１５０㎏

速度 停止階　１０

付加仕様の内容　停電時自動着床、地震時管制運転、火災時管制運転

４

別紙のとおり

(7)

屋上に突針を設け保護角に入らない部分は棟上導体

(8)

昇降機設備

(1)

１３名

１０５m/分

(2)

１７名

１０５m/分

弱電設備



５

ガス焚き二重効用吸収式冷温水発生機 ２台

ア 冷凍能力

イ 加熱能力

ウ 冷水温度

エ 温水温度 ５０．４～５５℃

オ 冷却水温度 ３２～３７．５℃

カ 冷温水量 ２，４２０l/min

キ 冷却水量

ク 燃料 都市ガス ４，５００kcal/h

ケ 制御方式 全自動遠方発停型比例制御方式

コ 電源 ３φ×２００V×６０HZ×２２A

冷却塔 ２台

ア 冷却能力

イ 冷却温度 ３２～３７℃

ウ 循環水量 ４，０００ℓ/min

エ 電源 ３φ×２００V×６０HZ×３．７kw

空気調和機

ア ８台

イ ２台

ウ １台

　

ヒートポンプチラー

ア 冷却能力

イ 加熱能力

ウ 冷水温度 ７～１１．６℃

エ 温水温度 ５０．５～５５℃

オ 冷温水量 ４２０ℓ/h

カ 電源 ３φ×２００V×６０HZ×（３０KW×１＋１．５KW×２）

換気ファン

ア 空調換気用

イ 空調換気用

ウ 電源 ３φ×２００V×６０HZ×（３０KW×１＋１．５KW×２）

空気調和設備

(1)

７２５，７６０Kcal/h

６６５，０００Kcal/h

７～１２℃

４，０００ℓ/min

(2)

１，３２０，０００kcal/h

(3)

ユニット型空気調和機（一般型）

ユニット型空気調和機（Ｐ－２、Ｐ－３用）

ユニット型空気調和機（大研修室用）

(4)

１１０，５００kcal/h

１０４，５００kcal/h

(5)

（床置型）

（天吊型）



ファンコイルユニット

ア 床置隠蔽型 ４台

イ 床置露出型 ６４台

ウ ７台

エ ９２台

オ 電源 １φ×１００V×６０HZ

空調用ポンプ

ア ２台

１５０φ×１２５φ×４，０００ℓ/m×２０mh×１８．５kw×２００V

イ ２台

１２５φ×１００φ×２，４１０ℓ/m×１０mh×５．５kw×２００V

ウ ４台

８０φ×６５φ×１，４１０ℓ/m×３０mh×１１kw×２００V

エ 冷温水ポンプ １台

６５φ×４２０ℓ/m×１５mh×２．２kw×２００V

水処理機

ア 薬注タンク （防鎮剤） １

（スライム防止剤） １

イ 薬注ポンプ

３６ｃｃ/m×１㎏/cm3（MAX１５㎏/cm3）×１００w×１００v×４台

電気操作盤 （壁掛け型） （架台付き）

パッケージエアコン

ア 天井埋込カセット型 ７

イ 天井吊り露出型 １５

ウ 天井隠蔽型 ２

エ 壁掛け型 ５

オ 床置型 （冷房専用型） １

冷温水一次サプライヘッダー １

寸法 ３００φ×４，５００

タッピング ２００φ×３ １２５φ×５

予備１２５φ 水抜き２０φ

(6)

天吊隠蔽型

天吊露出型（カセット)

(7)

冷却水ポンプ

冷温水一次ポンプ

冷温水二次ポンプ

(8)

ＰＶＣ製２００ℓ

ＰＶＣ製２００ℓ

(9)

(10)



冷温水二次サプライヘッダー

寸法 ３００φ×４００

タッピング ２００φ×２ １２５φ×５

予備１２５φ 水抜き２０φ

膨張タンク

型式 銅板製角形開放式

有効容量 ５００ℓ

寸法 ８００×８００×９００H

架台 １，０００H

防錆処理 内面グラスライニング仕上

給排水衛生設備

ア 受水槽 FRP複合板パネルタンク 4000×3500×3000　2槽式 １基

イ 高架水槽 FRP複合板パネルタンク 3000×2000×2000　2槽式 １基

ウ 揚水ポンプ 多段渦巻ポンプ 50°×300ℓ/min×50mAq×5.5Kw ２基

エ 加圧給水装置 減圧弁方式 30°×170ℓ/min×15mAq×0.75Kw ２基

オ 汚水排水ポンプ 汚水汚物水中ポンプ　着脱装置付

80°×200ℓ/min×10Aq×1.5Kw ２基

カ 湧水排水ポンプ 雑排水水中ポンプ　着脱装置付　（ステンレス製）

50°×100ℓ/min×10mAq×0.4Kw ２基

キ 給湯ボイラー 無圧開放式温水機　給湯２回路型

　 定格出力　170,000kcal/h　0.44kw １基

ク 貯湯槽 縦型ステンレスクラッド鋼板製

　　 2500ℓ　　1200°×2100h １基

ケ 給湯１次ポンプ ステンレス製 50°×40°×238ℓ/min×10mAq×1.5Kw ２基

コ 給湯２次ポンプ ステンレス製ライン型

50°×40°×238ℓ/min×10mAq×1.5Kw ２基

サ ガス湯沸器 貯湯式壁掛型 貯湯量11ℓ　　6000kcal/h ８台

瞬間湯沸器（先止め式5号） 9800kcal/h ２３台

瞬間湯沸器　２４合 強制排気システム付

4500kcal/h ２台

(11)

(12)

６　衛生換気設備機器

（１）



消火設備

ア 屋内消火栓設備

65°×300ℓ/min×95mAq×15kw １基

消火栓40
A　

1個　　ホース40
A
×15m×2本

噴霧ノズル40
A
×13°1本 １７台

イ 連結送水管設備

消火栓65
A １個 ６台

　　　　高層階消防隊専用放水口箱 消火栓65
A ２個

ホース65
A
×20m×2本

噴霧切替ノズル65
A
×19°×1本 １台

ウ 連結散水設備

エ 泡消火設備

150°×1470ℓ/min×71mAg×37kw １基

600ℓ （ライトウォーター3%） １基

81個

27個

オ ハロン消火設備

７個

カ 採水口設備

１口

特殊ガス設備

ア エアーコンプレッサー ２基

イ エアードライヤー １基

ウ マニホールド

水素ガス １本立て

窒素ガス ３本立て

酸素ガス １本立て

圧縮空気 １本立て

混合ガス １本立て

ヘリュウムガス ２本立て

Ａクラス窒素ガス １本立て

アルゴンガス １本立て

アセチレンガス １本立て

炭酸ガス ３本立て

（２）

　　　　屋内消火栓ポンプユニット

　　　　屋内消火栓箱

　　　　消防隊専用放水口箱

　　　　散水ヘッド

　　　　泡消火ポンプユニット

　　　　泡消火原液タンク

　　　　泡ヘッド

　　　　感知ヘッド

　　　　ハロンボンベユニット（60kg×6本）

　　　　噴射ヘッド

　　　　７５
A

（３）



笑気ガス １本立て

高純度窒素ガス ３本立て

換気設備

ア 給排気ファン 1°-100V　300w　以下 ５８台

3°-200V　2.2w　以下 ４６台

3°-200v×3.7kw1　以上 ７台

イ ブースターコイル 500ｍ3/h～3000ｍ3/h １６台

ウ フィルターユニット

高性能 HEPA　　6700ｍ3/h １基

高性能 HEPA　　4100ｍ3/h １基

エ スクラバー

2300ｍ3/h～2800ｍ3/h ５基

オ 吹き出口吸込口

カ デリベントファンユニット 41.6ｍ3/min×150mmAg×2.2kw １基

吹出ノズル

排煙設備

ア 排煙ファン 片吸込リミットロード型

※7×54000ｍ3/h×80mmAg×30kw １基

片吸込リミットロード型

※4×16000ｍ3/h×60mmAg×7.5kw １基

イ 排煙口

ウ 排煙給気口

冷凍冷蔵庫設備

ア プレハブ式冷凍室 使用温度－２０℃

凝縮ユニット 空冷式屋外設置型

能力 2900kcal/h　　3°-200V×3kw １基

冷却器 天井吊型

能力 2900kcal/h　　3°-200V×4.52kw １基

イ プレハブ式冷蔵室 使用温度＋４℃

凝縮ユニット 空冷式屋外設置型

能力 3700kcal/h　　3°-200V×1.5kw １基

冷却器 天井吊型

能力 3550kcal/h　　3°-200V×0.23kw １基

ウ プレハブ式低温実験室 使用温度＋４℃

凝縮ユニット 空冷式屋外設置型

（４）

（５）

（６）



能力 3700kcal/h　　3°-200V×1.5kw １基

冷却器 天井吊型

能力 3550kcal/h　　3°-200v×0.23kw １基

エ プレハブ式恒温室 使用温度 0℃～+50℃

凝縮ユニット 空冷式屋外設置型

能力 1650kcal/h　　3°-200v×2kw １基

冷却器 天井吊型

能力 1620kcal/h　　3°-200v×1.002kw １基

加熱器 電気ヒーター方式　　1°-200v×2kw １基

排水中和装置 １式

ア 処理能力 １００ｍ3／日

イ 原水状態 PH３～１１

ウ 処理水質 PH５．８～８．６

薬品庫

ア 換気設備

　　　　　防爆型有圧扇　　　300°×600ｍ3/h×300mmAg　　　1°-100v×50w ２台

飼育実験棟空調衛生その他設備

ア 空調設備

　　　　　ヒートポンプチラー 冷房能力　58100kcal/h　暖房能力　60000kcal/h

　　　　　 圧縮機　9+10.8kw　送風機　0.18kw×3 １基

　　　　　冷温水ポンプ ライン型

40°×200ℓ/min×15mmAg×1.5kw １台

　　　　　クッションタンク 開放型　800ℓ　　1000×1000×1100

架台1000H １台

　　　　　空気調和機 水平２段式　オールフレッシュ １台

下段 風量　1500ｍ3/h×45mmAg×1.5kw

冷房能力　18000kcal/h　暖房能力　18000kcal/h

加湿 水墳霧式　　8kg/h

下段 風量　2200ｍ3/h×45mmAg×1.5kw

冷房能力　26400kcal/h　暖房能力　26000kcal/h

加湿 水墳霧式　　12kg/h

　　　　　空気調和機 天井隠蔽型　オールフレッシュ １台

風量　1500ｍ3/h×45mmAg×1.5kw

冷房能力　18000kcal/h　暖房能力　17000kcal/h

処理風量 5200ｍ3/h

７台

（７）

（８）

（９）

　　　　　自動巻取型フィルター

　　　　　高性能フィルター付吹出ユニット



ビルトインタイプ

風量　750ｍ3/h×8mmAg

冷房能力　3650kcal/h　　暖房能力　3900kcal/h

圧縮機　1.5kw　送風機　0.035kw+0.075kw １台

ビルトインタイプ

風量　1300ｍ3/h×8mmAg

冷房能力　6700kcal/h　　暖房能力　7700kcal/h

天井埋込カセット型

冷房能力　8700kcal/h　　暖房能力　6900kcal/h

換気設備

貝類飼育実験装置 １式

消火器

ア １０型 ９１本

イ ５０型 ２本

　　　　　パッケージエアコン

　　　　　パッケージエアコン

圧縮機　3kw　送風機　0.16kw+0.095kw+0.045  １台

　　　　　パッケージエアコン

圧縮機　3kw　送風機　0.075kw+0.095kw+0.045  １台

(10)

(11)



取 得

金 額

台 管理 168,000

委任

台 管理 156,000

委任

台 管理 197,400

委任

台 管理 723,930

委任

台 管理 620,550

委任

台 管理 337,050

委任

台 管理 151,200

委任

台 管理 439,530

委任

台 管理 337,050

委任

台 管理 151,200

委任

台 管理 172,800

委任

台 管理 225,828

委任

台 管理 127,224

委任

枚 管理 833,800

委任

台 管理 180,000

委任

広島県健康福祉センター備品一覧

別紙２

１４１ト0601 投影機 0702629 LT-25J １階

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ) 総務課

１５２カ0101 拡声器 0702630 パナソニックWX-282C １階

(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ) 総務課

１１７サ0102 シュレッダー 0702610 ﾌｪﾛｰｽﾞ C-480C １階

総務課

１１６レ0102 電気冷暖房機 1201297 冷暖房エアコン（ツインタイプ １階
ダイキンＳＺＹＵ１６０ＢＡＤ 総務課

１１６レ0102 電気冷暖房機 1201299 冷暖房エアコン 防災センター
ダイキン　ＳＺＹＣ112ＢＢ

１５２カ0102 拡声装置 1203094 ＰＡ－Ｌ３０１ ７階

（レクチャーアンプ） 中会議室

１４１ト0601 投影機 1303022 プロジェクター １階
リコー　ＰＪＷＸ４１４１Ｎ 総務課

１４１ト0601 投影機 1303023 プロジェクター ８階

リコー　ＰＪＸ６１８０Ｎ 大研修室

１５２カ0102 拡声装置 1303024 ＰＡ－Ｌ３０１ ８階

（レクチャーアンプ） 中研修室

１５２マ0301 デジタルミキサー 1502840 ＰＳ－ＤＭ３００ ２階

ＪＶＣ 総合研修室

１５２ソ0101 ワイヤレスチューナー 1502839 ＷＴ－９０４－Ｂ／Ｈ ２階

ＪＶＣ 総合研修室

１４１ト0601 投影機 1601016 プロジェクター ２階

リコー　ＰＪＸ５３７１Ｎ 総合研修室

１１５ユ0103 給湯器 1601017 パロマ ３階

ＰＨ-203EWHFS 栄養実習室

１１０ア0501 案内板 2006002 パブリックディスプレイ １階

65型　LCD-C651Q エントランス

１４１ト0601 投影機 2500211 プロジェクター ８階

EPSON EB-L210SW 大研修室

物 品 分 類 品 名 単位 区分 備品番号 規 格 使 用 場 所



 

１　電気設備管理基準 

 

 

機　器　名 作　業　項　目

毎
時

毎
日

週
１
回
以
上

１
月
毎
１
回

以
上

２
月
毎
１
回

以
上

６
月
毎
１
回

以
上

年
毎
１
回
以

上必
要
に
応
じ

随
時

 
断路器

碍子汚損・損傷の有無点検 ○
 端子・刃の接触部変色の有無の点検 ○
 

遮 断 器

（VCB.MCB）

ブッシング汚損・破損・亀裂の有無の点検 ○
 異音・異臭の点検 ○
 操作装置の機能確認 ○
 

変圧器

温度測定 ○
 異音・異臭・振動の点検 ○
 損傷・端子部過熱の有無の点検 ○
 

コンデンサーリ

アクトル

外箱の汚損・損傷・腐蝕・油漏れの有無の点検 ○
 異音・異臭の有無の点検 ○
 碍子汚損・損傷の有無点検 ○
 

受電盤・配電盤

外観の汚損・損傷の有無・腐蝕発錆の外部点検 ○
 信号灯・表示灯の点灯確認 ○
 各計器指示値の確認・記録（記録は自動打ち出

し）
○

 
計器用変成器

外部の汚損の点検 ○
 異音・異臭の点検 ○
 継電器類 カバーの汚損の有無点検 ○
 

分電盤、動力操

作盤及び端子盤

外観の汚損の有無の点検及び清掃 ○
 各機器の点検・端子の締付 ○
 動力操作盤作の作動異常の有無 ○
 

中央監視装置

外観の汚損の有無点検 ○
 信号灯・表示灯の点検確認 ○
 コントロールデスクの清掃 ○
 タイプライターのリボンの点検及び取替 ○
 自動日報用紙の取替 ○
 自動日報記録紙のファイル ○
 デマンド時計の調整 ○
 タイムスイッチ時間差点検 ○
 タイムスイッチ調整連絡 ○
 ＡＴＳスケジュールチェック ○
 ＡＴＳスケジュール変更 ○
 ＡＴＳスケジュール年間スケジュール組入れ ○
 

自家用発電機

燃料タンクの点検 ○
 発電機軸受油量の点検注油 ○
 保守運転 

・各計器指示値の確認記録 
・振動･異音･異臭の有無点検 
・電圧･周波数の確認記録

○

 主オイルタンクの油量点検 ○
 主オイルタンクマンホール内の水抜き ○
 排気管・消音器の外観点検 ○

別　紙　３



 

 

機　器　名 作　業　項　目

毎
時

毎
日

週
１
回
以
上

１
月
毎
１
回

以
上

２
月
毎
１
回

以
上

６
月
毎
１
回

以
上

年
毎
１
回
以

上必
要
に
応
じ

随
時

 

蓄電池設備

液量・液温の点検 ○
 蓄電池及び触媒栓の掃除 ○
 端子部の緩みの点検・締付け ○
 架台の損傷腐蝕の有無点検 ○
 電圧の測定記録 ○
 充電器盤の汚損・損傷の有無の点検 ○
 充電器盤表示灯の点灯確認 ○
 充電器盤の電圧･電流の適否の点検･調整 ○
 

照明設備

照明器具の汚損変色錆変形の点検 ○
 リモコントランスの発熱の有無の点検 ○
 誘導灯の切替点灯の点検 ○
 照度測定 ○
 外部点検 ○
 避雷器 外部損傷・破損・発錆の有無の点検 ○
 避雷針 外部損傷・破損・発錆の有無の点検 ○
 ＴＶ装置 受像確認 ○
 テレビ共聴 アンテナの点検 ○
 身体障害者用非

常押釦
動作点検 ○

 非常照明 非常照明の切替点灯確認（電球の点検） ○
 

消火栓関係
現地起動の動作確認灯点検・ 
記録（消防点検時に実施）

○

 時計運針調整 ○



２　空気調和設備管理基準 

 

機　器　名 作　業　項　目

毎
時

毎
日

週
１
回
以
上

１
月
毎
１
回

以
上

２
月
毎
１
回

以
上

６
月
毎
１
回

以
上

年
毎
１
回
以

上必
要
に
応
じ

随
時

 
煙道及び煙突

損傷の有無の点検 ○
 煙突下部の水溜りの点検 ○
 塵の堆積度合いの点検 ○
 

冷温水発生器 
（※●メーカー

点検） 

※燃焼装置安全遮断弁動作の点検 ※●

 燃焼装置・炎監視装置の動作及び汚れ点検 ○
 ※燃焼装置ガス圧力リレー・バーナーファン風

圧リレー・高温再生器圧力リレー・液面低下リ

レー・溶液高温リレーの動作の点検

※●

 燃焼装置ガス弁その他ガス機器の漏洩の点検 ○

 ※燃焼装置バーナーの目詰り損傷の点検 ※●

 燃焼装置バーナー着火時・消火時の異常音発生

の有無の確認及び燃焼の安定の点検
○

 ※燃焼装置パイロットバーナーの点火線の損

耗の点検
※●

 燃焼装置空燃比制御用のリンク機構の点検 ○
 燃焼装置ファン軸受振動の点検 ○
 ※燃焼装置ファンフィルター・ガスフィルター

の目詰り点検
※●

 燃焼装置煙道ダンパー実用度の点検 ○
 燃焼装置操作盤及び主要機器の結線端子の緩

み点検
○

 燃焼装置制御タイマー（パージ点火タイミン

グ）のタイミング点検
○

 保安装置の設定値の点検 ○
 ※操作盤保護回路トリップ点検 ※●

 操作盤シーケンス動作点検 ○
 ※真空気点検密漏れ ※●

 運転前の真空点検 ○
 ※抽気電磁弁の漏れの点検 ※●

 ※溶液熱交換促進剤の補充 ※●

 ※冷媒の再生操作 ※●

 冷媒溶液ポンプ異常音振動の点検 ○
 燃焼装置安全遮断弁などの弁越漏洩の点検 ○
 ※燃焼装置連成計の較正 ※●

 燃料消費量の計測 ○
 冷温水器出入口温度計測 ○
 冷却水器出入口温度計測 ○
 冷温水ポンプ吹出圧力計測 ○
 高温再生器圧力計測 ○
 高温再生器表面温度計測 ○
 高温再生器入口温度計測 ○
 低温再生器入口温度計測 ○
 低温再生器出口温度計測 ○
 吸収器出口温度計測 ○
 液面（高温再生器・吸収器・冷媒）計測 ○

 冷媒オーバーフロー状態点検 ○
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機　器　名 作　業　項　目

毎
時

毎
日

週
１
回
以
上

１
月
毎
１
回

以
上

２
月
毎
１
回

以
上

６
月
毎
１
回

以
上

年
毎
１
回
以

上必
要
に
応
じ

随
時

 

冷却塔

水槽内部の汚れの状態及び水槽ボルト類の腐

蝕状態変形の有無の点検
○

 送風機回転状態の点検 ○
 ベルトの磨耗・伸び・亀裂の有無の点検 ○
 軸受の異音発熱等の有無の点検 ○
 カップリングボルトの緩みの有無の点検 ○
 羽根の変形・損傷腐蝕の点検 ○
 充填剤漏れ・損傷・変形・欠落の点検 ○
 補給用ボールタップ腐蝕及び作動状態の点検 ○
 散水状態の点検 ○
 冷却水透明度・ＰＨ度・電導度の点検 ○
 冷却塔据付ボルト緩み点検 ○
 水処理装置の点検及び薬液の点検 ○
 

空冷ヒートポン

プパッケージ 

空冷チーリング

ユニット 
（※●メーカー

点検）

冷媒系統のガス漏れの有無の点検 ○
 電気系統の絶縁抵抗の測定 ○
 操作盤及び主要機器の結線端子の緩み点検 ○
 ※冷暖房装置の切替 ※●

 ※各保安リレー（高圧・低圧各開閉器、油圧保

護回路、凍結防止回路、断水遮断回路）の作動

良否の点検

※●

 圧縮機異常振動異音の点検 ○
 ファンベルトの緩み･損傷の有無の点検 ○
 羽根の損傷変形有無の点検 ○
 軸受の磨耗変形の有無の点検及びグリスの給

油
○

 フィンの汚れの状態の点検 ○
 

空気調和機

運転電流電圧の点検 ○
 送風機用電動機及び軸受部分の異音・振動の有

無の点検
○

 給油可能構造の軸受の給油 ○
 羽根・羽根車の磨耗腐蝕変形の有無の点検 ○
 ベルトの磨耗損傷及び張りの点検 ○
 スクロールダンパー類の作動の状態及び腐蝕

損傷磨耗の有無の点検
○

 ボルトの緩み脱落腐蝕磨耗の有無の点検 ○

 絶縁抵抗の計測 ○

 ドレンパン清掃して防水塗装の劣化・亀裂・腐

蝕の有無の点検
○

 内部フレーム外板塗装の劣化状態の点検 ○

 断熱材の損傷劣化の状態の点検 ○

 水噴霧加湿の状態及びノズルの目詰り点検 ○

 エリミネーターの損傷腐蝕の有無の点検 ○

 コイル主菅・ヘッダー等からの漏水有無の点検 ○

 フィンの汚れ・目詰り腐蝕の状態の点検 ○

 エアーフィルター清掃又は取替え ○



 

機　器　名 作　業　項　目

毎
時

毎
日

週
１
回
以
上

１
月
毎
１
回

以
上

２
月
毎
１
回

以
上

６
月
毎
１
回

以
上

年
毎
１
回
以

上必
要
に
応
じ

随
時

 

全熱交換器

ロータエレメント変形損傷の有無の点検 ○
 ロータエレメント汚れ状態の点検 ○
 ベルト磨耗損傷有無の点検 ○
 軸受変形の有無の点検 ○
 電動モーター類の絶縁抵抗の計測 ○
 ケーシング本体の破損・変形 

錆等の有無の点検
○

 運転電流電圧の点検 ○
 電動機及び軸受部分の異音・振動の有無の点検 ○
 給油できる構造の軸受の給油 ○
 ダンパー類の作動状態及び腐蝕損傷磨耗の有

無の点検
○

 

送排風機

運転電流電圧の点検 ○
 電動モーターの絶縁抵抗の計測 ○
 電動機及び軸受部分の異音振動の有無の点検 ○
 ベルト磨耗破損の有無の点検 ○
 羽根・羽根車の磨耗腐蝕変形の有無の点検 ○
 給油できる構造の軸受の給油 ○
 防振材の変形劣化の状態点検 ○
 

排煙機

運転電流電圧の点検 ○
 電動モーターの絶縁抵抗の計測 ○
 電動機及び軸受部分の異音振動の有無の点検 ○
 羽根・羽根車の磨耗腐蝕変形の有無の点検 ○
 給油できる構造の軸受の給油 ○
 防振材の変形劣化の状態点検 ○
 

ファンコイルユ

ニット 
空冷ヒートポン

プエアコン 
除湿機

送風機・電動機の異音及び振動の有無の点検 ○
 スイッチを入切しての風量の変化の適否点検 ○
 コイルからの漏水の有無の点検 ○
 エアー抜きバルブを少し開いての空気抜き ○
 断熱材の損傷劣化の状態の点検 ○
 ドレンパンマットの汚れの点検清掃 ○
 コイルフィンの目詰りの点検 ○
 フィルター取替え清掃 ○
 

配管類 
ヘッダー 
クッション 
タ ン ク

継手分岐箇所の漏水の有無の点検 ○
 伸縮継手の亀裂・漏れの点検 ○
 弁の漏れ・損傷の有無及び作動の良否の点検 ○
 支持金物類の取付状態及び変形の有無の点検 ○

 保温材の外装の状態の点検 ○
 機器類・弁類前後における異音、振動の有無の

点検
○

 冷却水・温水・冷却水透明度・ＰＨ度・電導度

の点検
○

 

ダクト

風道内外で目視できる部分の塗装保温の剥

離・欠損汚れの有無の点検
○

 風圧・熱膨張等による変形の有無の点検 ○
 風道使用時の漏気の有無の点検 ○
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毎
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回
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要
に
応
じ

随
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ダンパー類

作動が円滑かつ正確であるか否かの点検 ○
 駆動装置が指令に従って忠実に作動するか否

か、指令を変えての点検
○

 ダンパーが完全に開放又は閉鎖するか否かの

点検
○

 吹出口・吸入口

吹出口周りの

壁・天井

腐蝕・錆・塗装劣化・変形の有無の点検 ○

 汚れの状態の点検及び清掃 ○

 

ポンプ

運転電流電圧の点検 ○
 絶縁抵抗の計測 ○
 試験成績表との運転の点検 ○
 ポンプ取付ボルトの緩みの有無の点検 ○
 本体及び軸受部分の異音・振動の有無の点検 ○
 軸封部分からの漏水の点検 ○
 ポンプ付属制御盤端子の緩み及び作動の良否

の点検
○

 

自動制御 
（※●メーカー

点検）

機械的可動部分の損傷変形の有無及び作動の

良否の点検
○

 ※適正な設定点の確認 ※●

 ※アスマン乾湿球温度計を用いての温湿度の

実測による設定目盛の適正確認
※●

 ※検出器・操作部の組合せによる総合作動点検 ※●

 バルブの作動・閉止時の漏れ・グランド部の漏

れ・配管との接続部の漏れ・バルブ損傷及び錆

の有無の点検
○

 リンケージの損傷の有無及び取付状態の点検 ○
 

冷水タンク

タンク内部の付着物・堆積物の点検及び内部清

掃
○

 電極棒及びボールタップの損傷の有無の点検 ○
 

エアー源装置

運転電流電圧の点検 ○
 電動モーターの絶縁抵抗の測定 ○
 電動機及び軸受部分の異音・振動の有無の点検 ○
 継手部分及び弁部のエアー漏れの有無の点検 ○
 コンプレッサー圧力低下の点検及びドレン排

出作業
○

 電磁弁の作動点検 ○



 

３　給排水防災設備管理基準 
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要
に
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じ

随
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受水槽

水槽内外の沈殿物及び汚れの点検 ○
 警報装置の作動確認 ○
 発錆及び損傷の点検 ○
 自動制御装置の機能点検 ○
 ボールタップの作動点検 ○
 オーバーフロー菅の防虫網の点検 ○
 

高架水槽 
消火用補給水槽

水槽内外の沈殿物及び汚れの点検 ○
 警報装置の作動確認 ○
 発錆及び損傷の点検 ○
 ボールタップの作動点検 ○
 オーバーフロー菅の防虫網の点検 ○
 

湧水槽 
雑排水槽 
汚水槽

水槽内外の汚れ・堆積物・浮遊物の点検 ○
 警報装置の作動確認 ○
 昆虫の発生状態の点検 ○
 自動制御装置の機能点検 ○
 

揚水ポンプ

運転電流電圧の点検 ○
 絶縁抵抗の計測 ○
 試験成績表との運転の点検 ○
 ポンプ取付ボルトの緩みの有無の点検 ○
 本体及び軸受部分の異音・振動の有無の点検 ○
 軸受部分からの漏水の点検 ○
 運転・停止各操作回路を短絡しての作動状態の

点検
○

 

湧水ポンプ  
雑排水ポンプ 
汚水ポンプ

運転電流電圧の点検 ○
 絶縁抵抗の計測 ○
 試験成績表との運転の点検 ○
 ポンプ外面の腐蝕状態・ケーブルの劣化及びス

トレーナー詰りの有無の確認
○

 運転･停止各操作回路を短絡しての作動状態の

点検
○

 
大便器 
小便器

亀裂・破損の点検 ○
 排水状態の点検 ○
 フラッシュバルブ水量調整及び漏水調整 ○
 

洗面器 
掃除流し

亀裂・破損の点検 ○
 詰りの除去・漏水修理 ○
 水栓及び接合部等の漏水点検 ○
 排水状態の点検 ○
 

貯湯式 
電気湯沸器

湯沸器接合部配管パッキンの水漏れの有無の

点検
○

 減圧弁・安全弁の作動良否の点検 ○
 サーモスタットの点検 ○
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給水配管 
雑排水配管 
汚水配管

継手分岐箇所の漏水の有無の点検 ○
 伸縮継手の亀裂・漏れの点検 ○
 弁の漏れ・損傷の有無及び作動の良否の点検 ○
 支持金物類の取付状態及び変形の有無の点検 ○
 保温材外装の状態の点検 ○
 機器類・弁類前後における異音・振動の有無の

点検
○

 汚水・雑配水管詰りの除去 ○
 

消火用 
貯水槽

水槽内の水量・水質良否の点検 ○
 補給水装置の損傷の有無及び機能の良否の点

検
○

 

屋内消火栓

消火栓箱周囲に障害物があるかないかの点検 ○
 ホース・ノズルの変形損傷の有無及び必要本数

分が所定の位置にあるかの点検
○

 障害物の有無の点検 ○
 流水検知装置の損傷の点検 ○
 

泡消火設備

消火薬剤貯蔵槽の漏れ・腐蝕の有無の点検 ○
 泡放出出口の変形損傷の有無の点検 ○
 障害物の有無の点検 ○
 

ハロゲン化物消

火設備

容器の損傷・腐蝕の有無及び取付枠への固定の

状態の点検
○

 起動操作部感知器の損傷の有無の点検 ○
 

連結散水設備
散水ヘッドの変形損傷の点検 ○

 散水口の周囲に障害物がないかの点検 ○
 

連結送水口
放水口の周囲に障害物がないかの点検 ○

 送水口の周囲に障害物がないかの点検 ○
 

加圧装置 
屋内消火栓設備 
泡消火設備

運転電流電圧の点検 ○
 絶縁抵抗の計測 ○
 試験成績表との運転の点検 ○
 ポンプ取付ボルトの緩みの有無の点検 ○
 本体及び軸受部分の異音・振動の有無の点検 ○
 軸封部分からの漏水の点検 ○
 フート弁逆止弁の機能の点検 ○
 補給水槽及びボールタップの損傷・錆・漏水の

有無の点検
○

 

検針

上水受水量の検針記録 ○
 上水子メーターの検針記録 ○
 ガス検針立会い ○
 ガス検針記録 ○



 

４　スクラバー・排水中和装置管理基準 
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要
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じ

随
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スクラバー

循環ポンプグランド注水点検 ○
 循環ポンプ圧力検査 ○
 送風機ポンプ圧力計検査 ○
 洗浄液ＰＨ点検 ○
 

排水中和装置 

第１、第２中和槽運転 ○
 処理水槽運転 ○
 硫酸、苛性ソーダ注入ポンプ運転 ○
 第１、第２中和槽各ＰＨ調整状態のチェック ○
 処理水槽ＰＨ確認 ○
 原水槽水位の確認 ○
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別紙７
(1)床清掃

日常清掃 定期清掃
地下１階 駐車場（３４台分） コンクリート 613 ㎡ 年２回
１階 交流談話コーナー 花崗岩 67 ○ 年２回

事務室（２室） カーペット 134 年２回
（一社）広島県シルバーサービス振興会 ビニルタイル 138 年２回

２階 総合研修室・操作室 カーペット 164 年１回
事務室等(２室） カーペット 256 年２回
相談室（３室） カーペット 191 年１回
顧問室 カーペット 48 年１回
(公社)認知症の人と家族の会広島県支部 カーペット 24 年２回

３階 事務室(５室) ビニルタイル 534 年２回
栄養実習室 長尺シート 77 年３回
役員室 カーペット 46 年１回
応接室兼会議室 カーペット 32 年１回

４階 受診者用女子更衣室 カーペット 27 年２回
乳がん室 ビニルタイル 18 年４回
受付 カーペット 21 年２回
受診者用男子更衣室 カーペット 12 年２回
１診 長尺シート 15 年４回
測定検査室 長尺シート 44 年４回
婦人検診室 長尺シート 27 年４回
心電図室（２室） ビニルタイル 20 年４回
超音波検査室 ビニルタイル 22 年４回
所長室 ビニルタイル 38 年４回
レントゲン室(胸部・操作室・胃部) 長尺シート 136 年４回
内視鏡検査室 ビニルタイル 35 年４回
検査課・放射線課事務室 ビニルタイル 136 年２回
検査室 ビニルタイル 35 年２回
細胞診検査室 ビニルタイル 36 年２回
事務所・医局 ビニルタイル 71 年４回

７階 保健環境センター（会議室） ビニルタイル 99 年２回
レントゲンフィルム読影室 ビニルタイル 36 年２回
巡回検診用現像室 ビニルタイル 46 年２回
会議室(２室) カーペット 211 年１回
小研修室 カーペット 67 年１回
広島県介護支援専門員協会 カーペット 77 年２回

８階 大研修室 カーペット 422 年１回
講師控室 カーペット 17 年１回
操作室 カーペット 8 年１回
中研修室 カーペット 133 年１回
更衣室 ビニルタイル 32 年２回

共用 エントランスホール(１階) 花崗岩 184 ○ 年２回
ロビー(２、４、８階) カーペット 199 ○ 年２回
ロビー(７階) ビニルタイル 65 ○ 年４回
廊下(地下１、５～７階) ビニルタイル 491 ○ 年２回
廊下(１階) 花崗岩 78 ○ 年２回
廊下(２～４、８階) カーペット 479 ○ 年２回
ＥＬＶホール(地下１、５～７、９階） ビニルタイル 99 ○ 年２回
ＥＬＶホール(１階） 花崗岩 37 ○ 年２回
ＥＬＶホール(２～４、８階) カーペット 141 ○ 年２回
階段 ゴムタイル 288 ○ 年２回
便所(１階) 花崗岩 29 ○
便所(１階を除く全階) 磁器タイル 230 ○
湯沸室 磁器タイル 28 ○

清掃範囲等

清　掃　の　種　類
区　分 室　名　等 仕　様 数　量 備　考



6,513

（２） 　便所，洗面所の器具類の清掃等

①　大便器 ４４箇所

②　小便器 ２９箇所

③　洗面器 ４７箇所

④　トイレットペーパーの補充 ４４箇所

⑤　石鹸液の補充 ４７箇所

（３） 　窓ガラス清掃

①　窓ガラス清掃箇所

②　窓ガラス清掃面積

　合計　　　　　　　１，８３２㎡

計

　全階の窓ガラス（ただし、無菌室、真菌室、感染実験室の室内側の窓ガラスは除く。）



 
 

施設等の管理・運営業務及び光熱水費支払業務の実施区分 
 

（注）網掛け部分は指定管理者が一括して行い、経費の負担は各機関が行うもの。 
※１　排水中和処理装置の運転管理のみ 
※２　自家用電気工作物法定点検整備及び自家用発電設備点検整備のみ 
※３　遊離残留塩素測定業務のみ 
※４　会議室（７Ｆ）のみ

 
区　　　　分

実　　　施　　　区　　　分
 広島県健康福祉セ

ンター（公の施設）
その他入居機関等 保健環境センター

 

施

設

等

の

管

理

・

運

営

業

務

(１)設備機器運転管理業務

 ア一般事項

 イ設備管理業務

 (イ)電気設備運転管理業務

 (ウ)空気調和設備運転管理業務

 (エ)給排水、防災設備関係業務 ※１

 (オ)その他の保守管理業務

 (カ)設備年間点検整備業務 ※２

 ウ環境衛生管理業務 ※３

 エ事務管理業務

 (２)清掃業務 ※４

 (３)警備業務

 (４)電話交換業務

 (５)中央監視装置保守点検業務

 (６)樹木維持管理業務

 (７)自動ドア保守管理業務

 (８)一般廃棄物処理業務

 (９)建築物等の点検業務

 (10)広報業務

 (11)その他総括的運営業務

 光

熱

水

費

支

払

業

務

電気料金

 
ガス料金

 
水道料金

別紙８ 


